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１．はじめに

　かつては，純資産＝資本となるように会計の枠組
みが決められていた。それが「金融商品に関する会
計基準＊1」（以下，金融商品会計基準という）が設
定されてからは，純資産≠資本となった。今日では，
純資産と資本は異なるものとして捉えなければなら
ない。
　しかし，このような純資産と資本の問題を，単な
る呼称の変更，すなわち，「これまで資本と呼ばれ
てきたものは，これからは純資産と呼ぶことになっ
た」と捉える向きが一部にある。単純に「資本は純
資産に置き換わった」という解釈である。
　このような解釈は，「簿記の授業では，資本等式

（資産−負債＝資本）ではなく，純資産等式（資産
−負債＝純資産）を教えるべきである」という意見
や「期末純資産−期首純資産＝当期純利益」を記載
した書物などにみられる。
　そこで本稿では，今日における純資産と資本の概
念整理を行い，４月からの授業では，どのような点
に留意して授業すべきかを提言してみたい。

２．金融商品会計基準の設定前

　金融商品会計基準が設定される前の会計の枠組み
は，次のとおりである。

（1）資産または負債を変動させる収益および費用を，
損益計算書に計上する。

（2）損益計算書において当期純利益を計算して，こ
れを貸借対照表に移し，資本に加える。

（3）かくして，純資産＝資本　が成立する。
　以上のことは，簿記の初級段階で学習する基本的
な内容であるので，特に問題はないと思われる。し
かし，本稿の課題を早く解決するために，次の点を
確認しておきたい。
　「収益または費用の発生を原因とする資産もしく
は負債の変動があった場合は，必ず損益計算書を経
由する。」

　ところが，資産の変動があっても損益計算書を経
由しない会計処理が金融商品会計基準に現れた。

３．金融商品会計基準

　同基準第 18 項によれば，その他有価証券評価差
額金は純資産の部に計上するとある。これはいわゆ
る純資産直入という会計処理である。
　それでは，『高校会計新訂版』（実教出版）にある
二つの仕訳を題材として，純資産と資本は，異なっ
ていることを確認してみよう。

①（借）売買目的有価証券　100,000
（貸）有価証券評価益　100,000

②（借）その他有価証券　300,000
（貸）その他有価証券評価差額金　300,000

　上記①は p.61 の例９に示されている仕訳であり，
②は p.95 の例２の仕訳である。①の有価証券評価
益は，損益計算書を経由し，貸借対照表純資産の部
の株主資本すなわち資本に計上される。
　これに対して，②のその他有価証券評価差額金は
損益計算書を経由せずに，貸借対照表純資産の部の
評価・換算差額等の区分に直接計上され，株主資本
には計上されない。この二つの例を図式化すると下
記のようになる。

【①の場合】
収益（有価証券評価益）の発生

資産（売買目的有価証券）の増加
↓

収益を損益計算書に計上して当期純利益を算出
↓

当期純利益を資本に加える
↓

資本の増加・純資産の増加
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【②の場合】
資産（その他有価証券）の増加

資産の増加分をその他有価証券評価差額金と認識
↓

その他有価証券評価差額金を純資産の部の評価・換
算差額等に計上

↓
純資産の増加（資本は増加せず）

　この二つの例のうち，①は資本と純資産の両者が
増加するが，②で増加するのは純資産だけである。
つまり，②の処理が行われた場合，資本は増加しな
いので，純資産と資本の金額は一致しない。
　このことから次のことがいえる。資本は損益計算
書を経由する収益＊2 によって増加するが，純資産直
入項目の影響は受けず，したがって増加しない＊3。
　以上が，純資産≠資本の始まりである。その後，
繰延ヘッジ損益，土地再評価差額金，新株予約権の
会計処理が加わり，純資産と資本の隔たりは，大き
くなっている。この状況を式で表せば，次のように
なる。

純資産＝（株主）資本＋評価・換算差額等（その他
有価証券評価差額金など）＋新株予約権

　ところで，資本が純資産に置き換わったとする立
場で，収益を定義すると次のようになるであろう。
　「企業の経営活動によって，純資産が増加する原
因となることがらを収益という。」
　このように，収益を「純資産の増加原因」と定義
すると，上記のその他有価証券評価差額金も収益と
いうことになってしまう。収益の定義は，従来どお
りに「資本が増加する原因」としなければならない。
資本が純資産に置き換わったわけではないことを，
十分に認識する必要がある。

４．純資産会計基準

　純資産≠資本となる主たる要因は，すでにみたと
おり評価・換算差額等や新株予約権の出現である。
このような状況に対応するために，「貸借対照表の
純資産の部の表示に関する会計基準」（以下，純資
産会計基準という）の設定が必要となった。純資産
会計基準は，次のように，二つのアプローチ＊4 を二
段階に分けて適用している。

（1）第一段階（資産負債アプローチ）
　純資産会計基準は，資産負債アプローチに基づく
資産と負債の定義によって，まず初めに，資産と負
債を確定し，それぞれを資産の部または負債の部に
計上する。その結果，資産にも負債にも該当しない
ものは，純資産の部に計上されることになる。

貸　借　対　照　表

資産の部 負債の部
純資産の部

　以上のとおり第一段階においては，貸借対照表の
貸方は２つに区分されて，負債の部　→　純資産の
部の順で，それぞれの構成要素が決定される。

（2）第二段階（収益費用アプローチ）
　さらに，純資産の部は，株主に帰属するか否かで
２つに区分される。すなわち，株主に帰属する株主
資本とそれ以外の各項目に分けられる。

純資産の部

株主資本（株主に帰属するもの）
株主資本以外の各項目

　株主資本以外の各項目とは，その他有価証券評価
差額金，繰延ヘッジ損益，土地再評価差額金など評
価・換算差額等に属する項目及び新株予約権である。
また，連結会計まで広げれば少数株主持分も該当す
る。
　これら株主資本以外の各項目は，株主資本から分
離しているので，当期純利益の計算から遮断される
ことになる。その結果，損益計算書における当期純
利益と貸借対照表における株主資本の当期変動額＊5

は，一致する。
　このように「企業会計原則で定式化された収益費
用アプローチにもとづく純利益の計算構造が，当該
基準においても基本的に維持される結果となってい
る。しかも，その計算構造は，財務諸表の連携を前
提とした資本等式のもとで成立する純利益の計算構
造でもある」（藤井［2008］p.42）。
　ここで重要な論点は二つある。それは，純資産の
部を株主資本とそれ以外に区分することにより，収
益費用アプローチによる伝統的な会計の枠組みが堅
持されていること，したがって，当期純利益を生み
出すものは株主資本すなわち資本である＊6 という点
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である。
　以上から，簿記の導入段階で出てくる財産法の会
計等式は，期末資本−期首資本＝当期純利益
でなければならない。資本が純資産に置き換わった
と単純に考えて，期末純資産−期首純資産＝当期純
利益
を財産法の計算式とすれば，それは誤りとなる。

５．包括利益の概念

　それでは，純資産の変動額（期末純資産−期首純
資産）は，何を意味するのであろうか。我が国の

『討議資料 財務会計の概念フレームワーク』（以下，
概念フレームワークという）にあたってみよう。
　概念フレームワーク第三章「財務諸表の構成要
素」第６項は，純資産を差額概念として次のように
定義している。
　「純資産とは，資産と負債の差額をいう。」
　純資産については，これ以上の意味はなく，資産
および負債に依存する二次概念とされている。
　さらに，概念フレームワーク同章第８項では，こ
の純資産概念を用いて包括利益を定義している。こ
こで示される包括利益の概念を式で表せば次のよう
になる。

包括利益＝期末純資産−期首純資産
（ただし，資本等取引を除く。）

そして包括利益と純利益との関係は，
包括利益＝純利益＋その他の包括利益＊7

となる。
　以上から，次のようにいうことができる。すなわ
ち，金融商品会計基準が設定される前の「伝統的な
会計においては，フロー表である損益計算書とスト
ック表である貸借対照表の連繋（articulation）を
保つため，貸借対照表はコスト（フロー）の繰越表
として位置づけられていたから，その他の包括利益
が生じる余地はなかった。したがって，包括利益と
純利益は常に一致していた」（辻山［2007］p.38）。
ということは，純資産と資本も一致していた。しか
し，今日ではその他の包括利益の登場により，純利
益と包括利益は一致せず，同時に資本と純資産も異
なるものとなった。

６．資本概念と純資産概念

　純資産概念は，上記でみたとおり資産と負債の差
額である。こうすることにより純資産の部には資本

以外の項目も収容可能となった。しかし，純資産は
単なる差額概念でしかない。
　他方，資本は多様な概念を有するが，「会計で最
も一般的な用法は，負債に対するものとしての資本，
すなわち他人資本に対する自己資本としての意味に
おいてである。」（桜井［2006］p.253）
　資本を自己資本の意味として捉えた場合，資本は
資金循環の起点であるとみることができる＊8。すな
わち，利益を生み出す源が資本であるという見方で
ある。簿記の最初の授業で「資本を元手」と教える
のは，ここからきている。差額概念でしかない純資
産を元手とは教えられないであろう。
　かかる資本概念を基礎とすると，元手としての資
本→資本から生まれる利益→利益に対する所得税と
いう図式から，税金についての学習では，「個人企
業の資本と税金」というタイトルをつけるのが適当
である。しかも，所得税の納付の場面では，「資本
の引き出し」として仕訳を教えなければならない。
これを純資産の引き出しというわけにはいかないで
あろう。
　以上から，我々，簿記の担当者にとって，適正な
資本概念の理解は必須である。次の文章が参考になる。
　「企業が目指す利益（利潤）に対する元手（元金，
元本）は資本であり，純資産や持分ではない。資本
には維持すべきである（資本維持）という含意があ
るが，純資産や持分にはそれがない。したがって，
純資産や持分から，利益は容易に想像できない。資
本を廃して純資産や持分に代えては，利益も消える
か薄れてしまう」（安藤［2010］p.12）。
　上記の文章は，「企業の利益獲得活動を記録する
のが簿記である」と教える我々教師にとって，極め
て示唆に富んでいる。
　これまでの議論をもとに，資本と純資産の概念整
理をすると次のようになる。

資　本 純資産
・自己資本
　（元手・元本・資金
　循環の起点・利益
　を生む源）
・ 純資産のうち，株主

など企業の所有者に
帰属するもの

・維持すべきもの

・資産と負債の差額
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７．資本等式と純資産等式

　我が国において資本等式は，何よりもまず，勘定
系統式として位置づけられてきた。勘定系統式とし
て資本等式を捉える場合，必ず言及されるのが，物
的二勘定系統説に属すシェアーの勘定理論である。
　これによれば，資本等式の左辺は，純財産の具体
的構成部分（経済的側面）を表し，右辺はその抽象
的価値合計（法的側面）を表す。簿記の究極の目的
は，資本等式が表す純財産の複式表示にあり，この
ような形で純財産を二面的に表示するのが，複式簿
記の本質である＊9。つまり，資本等式と簿記は不可
分であり，だからこそ簿記の教科書には，必ず資本
等式が記載されるのである。
　これに対し純資産等式は，資産と負債に対する純
資産の概念的従属性を示した等式にすぎず，資本等
式のような意味を有していない。むしろそれを否定
するものとなっている＊10。
　したがって，資本等式と純資産等式は形式的には
似ているが，その意味するところは，全く異なるの
である。以上から資本を純資産に置き換える，もし
くは資本等式をやめて純資産等式にするなどという

ことは，簡単にはできないのである。

８．簿記の指導における留意事項

　最後にまとめとして，４月から始まる簿記の授業
において留意する点を挙げてみたい。

（１） 純資産は，資産から負債を差し引いた差額で
ある。（概念フレームワークの純資産の定義ど
おり）

（２） 簿記の授業では，上記の純資産を資本とする。
（これにより資本が有する概念を使える）

（３）下記の会計等式を指導する。
資産−負債＝資本……資本等式
期末資本−期首資本＝当期純利益……財産法
収益−費用＝当期純利益……損益法

（４） 貸借対照表の貸方の見出しに限り，純資産を
使用する。（会計法規上の要請から）

　以上の留意点をみればすぐわかるとおり，これま
でと同じように授業をすればよいということである。
会計激動期の今日において，いろいろな情報が飛び
交っているが，高校における簿記教育の軸をずらす
ことなく，毎日の授業をしていくことが大切である。

【付　　　　記】本稿の執筆に当たり，専修大学教授・一橋大学名誉教授 安藤英義先生のご指導を受けた。
　　　　　　　 ここに厚く御礼申し上げる。
【主要参考文献】
安藤英義［2010］「簿記の財務会計化と資本衰退への危惧」『會計』第 177 巻，第６号，pp. １─ 14。
桜井久勝［2006］『財務会計講義第７版』中央経済社。
辻山栄子［2007］「二つの包括利益」『会計・監査ジャーナル』NO.627，pp.30 ─ 39。
原田満範［2008］「企業会計原則と新会計基準を考える」『會計』第 174 巻，第２号，pp.14 ─ 25。
藤井秀樹［2008］「新会計基準にみる会計思考の連続と非連続」『會計』第 173 巻，第１号，pp.30 ─ 40。

＊１　 平成 11 年１月に企業会計審議会によって，「金融商品に係る会計基準」として設定された。その後，基準改訂
の権限が企業会計基準委員会に移され，現在では，「金融商品に関する会計基準」という名称に変更された。

＊２　費用の場合，資本は減少する。
＊３　ここでは，資本取引はないものとする。
＊４　 二つのアプローチとは，資産負債アプローチと収益費用アプローチである。詳しくは，「じっきょう商業教育

資料 No.85 〜 87」を参照。
＊５　資本取引を除く当期変動額である。
＊６　これについては，純資産会計基準第 28 項にも明記されている。
＊７　ここで，その他の包括利益は評価・換算差額等をさす。
＊８　原田満範［2008］p.21 参照。
＊９　 藤井秀樹［2008］p.32 参照。藤井は資本等式の三つの理論的含意として，勘定系統式のほかに，会計主体論と

して資本主理論を，利益測定論として資本主理論的損益計算を挙げているが，本稿では扱わない。
＊ 10　藤井秀樹［2008］p.35 参照。
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